
様式４－２

№ 業務名 業務内容
契約期間

（契約締結日）
契約の相手方 契約金額 随意契約理由 所管課

1
セキュリティーゲートウェイ
システム保守管理業務

インターネットネットワー
クのファイアウォール
サーバーの保守等（ライ
センス更新を含む）一式

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日
（令和7年4月1日）

旭川市３条通８丁目８４２番地１

（株）ソリューションセンター
代表取締役　酒井　保則

505,450円

現システムの導入・設定を行ってお
り、システム周辺機器の変更を行わ
ない限り、他社が当該業務を実施
することは適当でない業務のため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

総務課

2

グループウェアシステム及
びインターネットネットワー
ク用サーバー保守管理業
務

ADサーバー、WSUS
サーバー、ファイル共有
サーバー等の保守及び
LINEWORKSのライセン
ス更新一式

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日
（令和7年4月1日）

旭川市７条通１５丁目左１号

（株）大江商店
代表取締役　大　江　泰　弘

2,953,000円

現システムの導入・設定を行ってお
り、システム周辺機器の変更を行わ
ない限り、他社が当該業務を実施
することは適当でない業務のため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

総務課

3
防災・観光Wi-Fi保守管理

業務

防災・観光Wi-Fiを設置
している施設（役場、白
金ビルケ、美馬牛小学
校他　８施設）の保守等

一式

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日
（令和7年4月1日）

野付郡別海町別海旭町４８番
地１

（株）オーレンス
代表取締役　鹿　島　勝　洋

1,122,000円

現システムの導入・設定を行ってお
り、システム周辺機器の変更を行わ
ない限り、他社が当該業務を実施
することは適当でない業務のため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

総務課

4
電子文書保存用ファイル

共有サーバー業務

電子文書保存用のファ
イルをクラウド化するた
めのデータセンター賃

借料

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日
（令和7年4月1日）

旭川市緑が丘東１条４丁目２番
１４号

（株）コンピューター・ビジネス
代表取締役社長　阿久津　秀
人

488,400円

現システムの導入・設定を行ってお
り、システム周辺機器の変更を行わ
ない限り、他社が当該業務を実施
することは適当でない業務のため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

総務課

5
美瑛町地域情報通信基盤

施設保守管理業務
故障受付、光ファイバー

設備管理費等一式

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日
（令和7年4月1日）

札幌市中央区大通西１４丁目７
番地

東日本電信電話　株式会社
北海道事業部長　島津　泰

2,967,855円

現IRU設備の導入を行っており、他
社が当該業務を実施することは適
当ではない業務のため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

総務課

特定業務（随意契約）状況表



6
美瑛町WebGIS保守管理

業務

サーバーレンタル費、
サーバー保守管理、コ
ンテンツ保守（美宙分含

む）

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日
（令和7年4月1日）

旭川市台場１条２丁目１番６号

北海道地図（株）旭川支店
支店長　立　﨑　義　昭

738,100円

現システムの導入・設定を行ってお
り、システム周辺機器の変更を行わ
ない限り、他社が当該業務を実施
することは適当でない業務のため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

総務課

7 VPN構築保守業務

拠点間ネットワーク保
守、美瑛町役場と各施
設を閉域網で拠点間接

続NW保守

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日
（令和7年4月1日）

野付郡別海町別海旭町４８番
地１

（株）オーレンス
代表取締役　鹿　島　勝　洋

286,000円

現システムの導入・設定を行ってお
り、システム周辺機器の変更を行わ
ない限り、他社が当該業務を実施
することは適当でない業務のため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

総務課

8
LGWAN系統認証サー

バー等保守業務

ADサーバー、WSUS
サーバー、SKYSEAサー

バー等の保守

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日
（令和7年4月1日）

旭川市緑が丘東１条４丁目２番
１４号

（株）コンピューター・ビジネス
代表取締役社長　阿久津　秀
人

468,600円

現システムの導入・設定を行ってお
り、システム周辺機器の変更を行わ
ない限り、他社が当該業務を実施
することは適当でない業務のため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

総務課

9
総合行政システム機器等

保守業務

OCR装置（光学読取
機）、証明書発行サー

バー等の保守

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日
（令和7年4月1日）

旭川市緑が丘東１条４丁目２番
１４号

（株）コンピューター・ビジネス
代表取締役社長　阿久津　秀
人

330,000円

現システムの導入・設定を行ってお
り、システム周辺機器の変更を行わ
ない限り、他社が当該業務を実施
することは適当でない業務のため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

総務課

10
総合行政ネットワーク保守

管理業務

ファイアウォール、
LGWAN用サーバーの

保守

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日
（令和7年4月1日）

旭川市３条通９丁目左１号

NECフィールディング（株）旭川
支店
支店長　福士　守

237,204円

現システムの導入・設定を行ってお
り、システム周辺機器の変更を行わ
ない限り、他社が当該業務を実施
することは適当でない業務のため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

総務課

11 サーバー保守管理業務 サーバーの保守管理

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日
（令和7年4月1日）

旭川市３条通８丁目８４２番地１

（株）ソリューションセンター
代表取締役　酒井　保則

313,500円

現システムの導入・設定を行ってお
り、システム周辺機器の変更を行わ
ない限り、他社が当該業務を実施
することは適当でない業務のため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

総務課

12
総合行政情報システム

標準化対応業務
総合行政情報システム
のシステム標準化業務

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日
（令和7年4月1日）

旭川市緑が丘東１条４丁目２番
１４号

（株）コンピューター・ビジネス
代表取締役社長　阿久津　秀
人

38,106,750円

現システムの導入・設定を行ってお
り、システム周辺機器の変更を行わ
ない限り、他社が当該業務を実施
することは適当でない業務のため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

総務課



13 美瑛町例規集更新業務
例規集追録、例規デー
タベースシステム保守等

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日
（令和7年4月1日）

東京都港区南青山２丁目１１番
１７号
第一法規　株式会社
代表取締役社長　田中　英弥

3,219,920円

　同社が構築したシステムの更新
業務であり、使用するシステムの保
守を含み、他社が当該業務を実施
することは適当でない業務のため。
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

総務課

14
防災行政無線保守管理業
務

防災行政無線に関する
基地局、固定局及び個
別受信機の保守等

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日
（令和7年4月1日）

旭川市２条通１１丁目右３号
シグナス商事株式会社
代表取締役社長　横田　健司

1,463,000円

　本機器すべてがパナソニック社製
であり、専門的技術のほかメーカー
独自の選択呼出信号に対応した保
守管理が必要なことから、他社が当
該業務を実施することは適当でな
い業務のため。
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

総務課

15
全国瞬時警報システム保
守点検業務

Jアラート受信機、自動
起動装置の保守等

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日
（令和7年4月1日）

札幌市豊平区月寒中央通１１
丁目７番４０号
パナソニックコネクト株式会社
現場ソリューションカンパニー
東日本社
プレジデント　大杉　武士

410,300円

現システムの導入・設定を行ってお
り、システム周辺機器の変更を行わ
ない限り、他社が当該業務を実施
することは適当でない業務のため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

総務課

16
ドローン操縦訓練講習委
託業務

訓練サポート（職員の飛
行訓練時に係る支援
等】

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日
（令和7年4月1日）

旭川市永山４条２丁目３番１０
号
株式会社ネクシス光洋
代表取締役　佐藤　智英

297,000円

現システムの導入・設定を行ってお
り、システム周辺機器の変更を行わ
ない限り、他社が当該業務を実施
することは適当でない業務のため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

総務課

17
泥流監視装置保守点検業
務（長期継続契約)

泥流監視装置の保守等

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日
（令和7年4月1日）

札幌市豊平区月寒中央通１１
丁目７番４０号
パナソニックコネクト株式会社
現場ソリューションカンパニー
東日本社
プレジデント　大杉　武士

352,000円

現システムの導入・設定を行ってお
り、システム周辺機器の変更を行わ
ない限り、他社が当該業務を実施
することは適当でない業務のため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

総務課

18
コンビニ収納システム保守
管理業務

コンビニ収納に対応す
るためのシステム保守管
理業務

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

旭川市緑が丘東1条４丁目2番１４
号
株式会社　コンピュータ・ビジネス
代表取締役社長　阿久津　秀人

258,720円

本町のコンビニ収納システムは、上川
管内電算事務協同処理協議会が導入
した総合行政システムを採用しており、
他社が改修を実施することができない
ため。
(施行令第167条の2第1項第2号／取
扱規程第2条(3)該当)

税務課



19
個人住民税定額減税改修
業務

令和7年6月に実施する
控除対象外の同一生計
配偶者に対する所得税
分の定額減税に係る改
修業務

令和7年4月1日
～

令和7年7月31日

（令和7年4月1日）

旭川市緑が丘東1条４丁目2番１４
号
株式会社　コンピュータ・ビジネス
代表取締役社長　阿久津　秀人

748,000円

本町の個人住民税システムは、上川管
内電算事務協同処理協議会が導入し
た総合行政システムを採用しており、
他社が改修を実施することができない
ため。
（施行令第167条の2第1項第2号／取
扱規程第2条(3)該当）

税務課

20
地番図閲覧システム保守
点検委託業務

地番図閲覧システムの
保守管理業務

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

札幌市白石区栄通2丁目8番30号

株式会社　シン技術コンサル
代表取締役　重清　祐之

49,500円

本町は㈱シン技術コンサルが開発した
地番図閲覧システムを導入しており、
他社が保守管理業務を実施することが
できないため。
(施行令第167条の2第1項第2号／取
扱規程第2条(3)該当)

税務課

21
家屋評価システム保守管
理業務

家屋評価システムの保
守管理業務

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

札幌市西区発寒8条11丁目3番50
号

株式会社　北海道朝日航洋
代表取締役社長　田中　朗

165,000円

本町は㈱北海道朝日航洋が開発した
家屋評価システムを導入しており、他
社が保守管理業務を実施することがで
きないため。
(施行令第167条の2第1項第2号／取
扱規程第2条(3)該当)

税務課

22
町営住宅管理システム保
守管理業務

住宅管理システム「住ま
いる8」に係る保守管理
業務

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

旭川市緑が丘東1条4丁目2番
14号

株式会社コンピューター・ビジ
ネス
代表取締役社長　阿久津　秀
人

660,000円

システムを構築した業者であり、同
社のみが保守可能であるため。
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

住民生活課

23

町営住宅エレベーター保
守管理業務

（長期継続契約）

中町団地、南町団地に
設置されているエレ
ベーター（5基）の保守
管理業務

令和7年4月1日
～

令和10年3月31日

（令和7年4月1日）

札幌市中央区大通西8丁目1
番1号

フジテック株式会社北日本支
社北海道支店
支店長　笠井　宏真

2,046,000円/年

部品供給終了機種のため、同社
（メーカー）のみが保守可能である
ため。
（施行令第167条の2第1項第6号／
取扱規程第2条(3)該当）

住民生活課

24
地上デジタル放送受信障
害対策施設保守管理業務

地上デジタル放送受信
障害対策システムの保
守及び点検

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

旭川市3条通9－1704－1

NECネッツエスアイ株式会社
旭川営業所
営業所長　及川　賢司

709,500円

システムを構築した業者であり、同
社のみが保守可能であるため。
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

住民生活課

25
戸籍総合システム保守管
理業務（再契約）

戸籍総合システムハー
ドウェア及びソフトウェア
に係る保守業務

令和7年4月1日
～

令和8年1月31日

（令和7年4月1日）

札幌市中央区北2条西4丁目1
番地

株式会社日立ソリューションズ
東日本北海道ソリューション営
業部
部長　神野　貴士

5,535,189円

システムを構築した業者であり、同
社のみが保守可能であるため。
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

住民生活課



26
戸籍総合システム機器賃
貸借業務（再契約）

戸籍総合システムハー
ドウェア及びソフトウェア
に係る機器の賃貸借業
務（端末、プリンタ、端末
スイッチを除く）

令和7年4月1日
～

令和8年1月31日

（令和7年4月1日）

東京都千代田区丸の内1丁目
5番1号

三菱HCキャピタル株式会社
執行役員　安栄　香純

1,758,900円

現機器の賃貸借業者であり、同社
のみが業務可能であるため。
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

住民生活課

27

コンビニ交付システム保守
管理業務

（長期継続契約）

コンビニ交付の運用に
かかるシステム保守業
務

令和7年4月1日
～

令和10年3月31日

（令和7年4月1日）

旭川市緑が丘東1条4丁目2番
14号

株式会社コンピューター・ビジ
ネス
代表取締役社長　阿久津　秀
人

2,560,800円/年

システムを構築した業者であり、同
社のみが保守可能であるため。
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

住民生活課

28
住民基本台帳ネットワーク
システム機器保守業務（再
契約）

CSサーバー及び統合
端末の保守業務

令和7年4月1日
～

令和7年9月30日

（令和7年4月1日）

旭川市緑が丘東1条4丁目2番
14号

株式会社コンピューター・ビジ
ネス
代表取締役社長　阿久津　秀
人

301,620円

システムを構築した業者であり、同
社のみが保守可能であるため。
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

住民生活課

29
戸籍総合システム振り仮
名通知業務

本籍人に対し氏名の振
り仮名確認のための通
知業務

令和7年4月1日
～

令和7年9月30日

（令和7年4月1日）

札幌市中央区北2条西4丁目1
番地

株式会社日立ソリューションズ
東日本北海道ソリューション営
業部
部長　神野　貴士

3,670,150円

システムを構築した業者であり、同
社のみが通知可能であるため。
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

住民生活課

30
戸籍総合システム改修業
務（国籍地域対応）

国籍地域対応に伴う改
修業務

令和7年4月1日
～

令和7年6月30日

（令和7年4月1日）

札幌市中央区北2条西4丁目1
番地

株式会社日立ソリューションズ
東日本北海道ソリューション営
業部
部長　神野　貴士

957,000円

システムを構築した業者であり、同
社のみが改修可能であるため。
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

住民生活課

31
高齢者福祉住宅緊急通報
及び安否確認業務

南町高齢者福祉住宅及
び西町高齢者福祉住宅
入居者の安全確認業
務。

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

美瑛町南町４丁目４番１８号
社会福祉法人美瑛慈光会
理事長　伊藤秀之

3,290,100円

当該法人が各種介護事業を担って
おり、入居者の中には現に当該法
人のサービス利用者も多く、効率的
な業務が可能なため。（施行令第
167条の2第1項第6号/取扱規程第
2条(2）該当）

保健福祉課



32 移送サービス業務

在宅寝たきり者等を対象に
医療機関への通院等の外
出の送迎をリフトバスで行う
業務

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

美瑛町南町４丁目４番１８号
社会福祉法人美瑛慈光会
理事長　伊藤秀之

（1,866,000円）
町内3,700円/回
町外9,200円/回
事務費9,000円/月
車両リース57,500
円/月

リフトバスの運転操作、介助を行う
技術のある職員がおり、緊急受診
の際にも対応が可能であり、効率
的な業務が可能なため。(施行令第
167条の2第1項第6号/特定業務取
扱規程第2条(2)該当）

保健福祉課

33 くらし援助サービス業務

介護保険サービス以外
の外出支援や洗濯、買
い物調理などの家事支
援業務

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

美瑛町南町１丁目５番５号
特定非営利活動法人びえいく
らしの助け合い
理事長　武井一真

1,400円/時間

介護保険サービス以外の外出支
援・洗濯・買い物・調理等の支援を
行っており、法人独自に訪問活動
を実施するなど、、効率的な業務が
可能なため。（施行令第167条の2
第1項第6号／取扱規程第2条(2)該
当）

保健福祉課

34
地域サロン活動推進事業
（その１）

高齢者、障がい者等を
含め地元住民が交流す
る場を運営する業務

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

美瑛町南町４丁目４番１８号
社会福祉法人美瑛慈光会
理事長　伊藤秀之

10,000円/回

旭・北西地区、美馬牛地区、朗根
内地区で運営している小規模多機
能型居宅介護支援事業所職員に
よって、各地区で開催された実績
があるため。（施行令第167条の2第
1項第6号/特定業務取扱規程第2
条(2)該当）

保健福祉課

35
地域サロン活動推進事業
（その２）

高齢者、障がい者等を
含め地元住民が交流す
る場を運営する業務

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

美瑛町南町１丁目５番５号

社会福祉法人　美瑛町社会福
祉協議会
会長　古村祐一

10,000円/回

市街地区3か所での開催実績があ
るため。（施行令第167条の2第1項
第6号/特定業務取扱規程第2条(2)
該当）

保健福祉課

36
地域サロン活動推進事業
（その３）

高齢者、障がい者等を
含め地元住民が交流す
る場を運営する業務

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

美瑛町南町１丁目５番５号
特定非営利活動法人びえいく
らしの助け合い
理事長　武井一真

10,000円/回

独自事業として市街地区1か所で
毎週開催している実績があるため。
（施行令第167条の2第1項第6号/
特定業務取扱規程第2条(2)該当）

保健福祉課

37 通所型サービス業務（A）
短時間型デイサービス
業務　週1回の通所

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

美瑛町南町４丁目４番１８号
社会福祉法人美瑛慈光会
理事長　伊藤秀之

9,000円/回

介護保険の通所型サービスを行っ
てきた実績があり、リハビリの専門
職員によって個別に対応できる法
人であるため。（施行令第167条の2
第1項第6号/特定業務取扱規程第
2条(2)該当）

保健福祉課

38 通所型サービス業務（C）

短時間型デイサービス
業務
短期集中型週2回の通
所

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

美瑛町南町４丁目４番１８号
社会福祉法人美瑛慈光会
理事長　伊藤秀之

20,700円/回

介護保険の通所型サービスを行っ
てきた実績があり、リハビリの専門
職員によって個別に対応できる法
人であるため。（施行令第167条の2
第1項第6号/特定業務取扱規程第
2条(2)該当）

保健福祉課



39 生きがいデイサービス業務

要支援認定を受けた高
齢者等が生活機能を維
持し、生きがいを持って
過ごせるよう支援するデ
イサービス業務

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

美瑛町南町４丁目４番１８号
社会福祉法人美瑛慈光会
理事長　伊藤秀之

16,200円/月

介護保険の通所型サービスを行っ
てきた実績があり、リハビリの専門
職員によって個別に対応できる法
人であるため。（施行令第167条の2
第1項第6号/特定業務取扱規程第
2条(2)該当）

保健福祉課

40 生活支援サービス業務

小規模多機能型居宅介
護支援事業所が行う週3
回の訪問、通所サービ
ス業務

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

美瑛町南町４丁目４番１８号
社会福祉法人美瑛慈光会
理事長　伊藤秀之

22,500円/月

町内で小規模多機能型居宅支援
事業所を展開している法人である
ため。（施行令第167条の2第1項第
6号/特定業務取扱規程第2条(2)該
当）

保健福祉課

41 配食サービス業務
一日1食（昼食）の配食
業務

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

美瑛町南町４丁目４番１８号
社会福祉法人美瑛慈光会
理事長　伊藤秀之

（5,564,000）
調理費7,479円/日
配送費3,190円/時
食材費550円/食
事務費20,000円/
月

腎臓病などの療養食の調理から配
達、安否確認まで一連の業務がで
きる法人であるため。（施行令第
167条の2第1項第6号/特定業務取
扱規程第2条(2)該当）

保健福祉課

42
生活支援コーディネー
ター業務

第1層（町内全域）、第2
層（日常生活圏域）にて
生活支援の担い手づく
りやサービス等の資源
開発関係者のネットワー
クづくりを行う業務

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

美瑛町南町４丁目４番１８号
社会福祉法人美瑛慈光会
理事長　伊藤秀之

（2,640,000）
第1層CO業務
1,440,000円/年
第2層CO業務1圏
域400,000円/年

町内で介護保険事業を展開する中
で、地域との連携や支援者の育成
等を行ってきた実績があるため。
（施行令第167条の2第1項第6号/
特定業務取扱規程第2条(2)該当）

保健福祉課

43
障害福祉サービス支給決
定・請求審査集計システム
賃借業務

障害福祉サービス等シ
ステムの賃借

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

東京都千代田区神田鍛冶町3
丁目7番4号
株式会社ニック東京支店
支店長　竹原達也

1,518,000円

現在運用中のシステムであり、使用
実績も良好である。利用の継続に
は、システムの製造販売元との契
約が必要となるため。（施行令第
167条の2第1項第6号/特定業務取
扱規程第2条(3)該当）

保健福祉課

44
障害福祉サービス支給決
定・請求審査集計システム
標準化対応業務

障害福祉サービス等に
係るシステムの賃借

令和7年4月1日
～

令和8年3月16日

（令和7年4月1日）

東京都千代田区神田鍛冶町3
丁目7番4号

株式会社ニック東京支店
支店長　竹原達也

1,124,200円

現在運用中のシステムの継続利用
のための改修業務であり、製造販
売元の業者と契約が必要で、性質
上競争入札に適さないしないた
め。（施行令第167条の2第1項第2
号/特定業務取扱規程第2条(3)該
当）

保健福祉課



45
母子健康手帳アプリ運用
業務

母子健康手帳アプリの
使用に係る運用保守業
務

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

東京都新宿区西新宿３丁目２０
番２号
母子モ株式会社
代表取締役　宮本大樹

264,000円

本町が運用している母子健康手帳
アプリについては、当該業者が開
発し、運用していたものであり、本
町が当アプリを活用するに当たり、
当社のサポートを必要とするため。
（施行令第167条の2第1項第2号/
取扱規程第2条（3）該当）

保健福祉課

46
健康管理システム機器等
保守業務

健康管理システム使用
に当たってのハード及
び運用に係る保守業務

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

札幌市中央区北１条東４丁目１
番地１
㈱内田洋行ＩＴソリューションズ
執行役員地域事業本部北海
道支店
支店長　乙坂栄一

660,000円

現在運用中のシステムであり、継続
利用のためには、システムの販売
元である選定業者と契約する必要
があるため。（施行令第167条の2第
1項第2号/特定業務取扱規程第2
条(3)該当）

保健福祉課

47
保健センター・いきいきセ
ンター屋内清掃業務

保健センター及びいき
いきセンター内の清掃
業務

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

美瑛町美馬牛北3丁目4番4号
一般社団法人満天の丘びばう
し
代表理事　村上真美

2,016,960円

障害者福祉ｻｰﾋﾞｽを行う事業所に
清掃業務を委託しており、今後も同
様に業務を継続するため。（施行令
第167条の2第1項第3号/特定業務
取扱規程第2条(1)該当）

保健福祉課

48
保健センター及びいきいき
センター防犯・火災監視シ
ステム設備管理業務

保健センター及びいき
いきセンター機械警備
業務

令和7年4月10日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

東京都渋谷区神宮前1丁目5
番1号
セコム㈱
代表取締役社長　吉田保幸

684,941円

不法侵入を未然に防ぐための機械
警備及び緊急対応業務で、町が指
定した範囲に機器を設置し、かつ
緊急時の対応を求める内容である
ため。（施行令第167条の2第1項第
2号/特定業務取扱規程第2条(3)該
当）

保健福祉課

49 一時預かり業務

保護者の勤務や傷病等
により、一時的・緊急的
に保育に欠ける児童並
びに保護者の育児に伴
う負担の解消のため、児
童に対する一時預かり
保育を行う

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

美瑛町西町３丁目１番１号

社会福祉法人　びえい子育て応
援団
理事長　佐藤　剛敏

8,380,000円

本事業の実施場所がどんぐり保育
園であり、事業を円滑によりよい
サービスを提供し、町内の子育て
の中核を担っていく必要性がある
ため。（施行令第１６７条の２第１項
第６号/取扱規定第２条（２）該当）

保健福祉課

50 学童保育業務

学童保育児童の受け入
れと帰宅の整理、利用
児童の指導と安全管
理、利用児童数の確認
と記録、その他学童保
育運営に関して必要と
なる業務

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

美瑛町西町３丁目１番１号

社会福祉法人　びえい子育て応
援団
理事長　佐藤剛敏

11,741,000円

児童の健全育成に深い理解を持
つことや地域福祉の向上を目指し
た地域に開かれた児童館である必
要があり、教育機関等との密接な
関係を築いていくことが求められる
ため。（施行令第１６７条の２第１項
第６号/取扱規定第２条（２）該当）

保健福祉課



51
子ども子育て支援電子シ
ステム保守管理業務

子ども子育て支援電子
システムの保守・管理業
務

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

旭川市緑が丘東１条４丁目２番１
４号

株式会社　コンピューター・ビジ
ネス
代表取締役社長　阿久津秀人

256,080円

現在運用中のシステムであり、住基
及び税務ネットサービスとの連携が
必要となる業務であるため。（施行
令第167条の2第1項第6号/特定業
務取扱規程第2条(2)該当）

保健福祉課

52
ひとり親家庭等生活支援
事業

母子、父子、寡婦家庭
等の居宅等において、
ホームヘルパーを派遣
して育児・家事支援を行
う

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

美瑛町南町１丁目５番５号

社会福祉法人　美瑛町社会福
祉協議会
会長　古村祐一

2,200円/回

児童の健全育成に対する理解と、
専門的な技術が求められることか
ら、性質及び目的が競争入札に適
さないため。（施行令第１６７条の２
第１項第６号/取扱規定第２条（２）
該当）

保健福祉課

53 養育支援訪問事業

母子、父子、寡婦家庭
等の居宅等において、
ホームヘルパーを派遣
して育児・家事支援を行
う

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

美瑛町南町１丁目５番５号

社会福祉法人　美瑛町社会福
祉協議会
会長　古村　祐一

2,200円/回

児童の健全育成に対する理解と、
専門的な技術が求められることか
ら、性質及び目的が競争入札に適
さないため。（施行令第１６７条の２
第１項第６号/取扱規定第２条（２）
該当）

保健福祉課

54
どんぐり保育園防犯・火災
監視システム設備管理業
務

どんぐり保育園及び子ど
も支援センター機械警
備業務

令和7年4月20日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

東京都渋谷区神宮前1丁目5
番1号
セコム㈱
代表取締役社長　吉田保幸

788,647円

不法侵入を未然に防ぐための機械
警備及び緊急対応業務で、町が指
定した範囲に機器を設置し、かつ
緊急時の対応を求める内容である
ため。（施行令第167条の2第1項第
2号/特定業務取扱規程第2条(3)該
当）

保健福祉課

55
美瑛町子ども支援セン
ター子育て支援業務

利用親子の指導と安全
管理及び預かり保育、
その他必要な業務

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

美瑛町西町３丁目１番１号
社会福祉法人　びえい子育て
応援団
理事長　佐藤剛敏

4.499.000円

専門性を活かしより良いサービス提
供をするため、現在保育園の運営
を委託している当該法人に委託す
ることが妥当であるため。(施行令第
167条の2第1項第2号/特定業務取
扱規程第2条(2)該当)

保健福祉課

56
美瑛町子ども支援セン
ター発達支援業務

利用親子の指導と安全
管理及び預かり保育、
その他必要な業務

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

美瑛町西町３丁目１番１号
社会福祉法人　びえい子育て
応援団
理事長　佐藤剛敏

7,378,000円

専門性を活かしより良いサービス提
供をするため、現在保育園の運営
を委託している当該法人に委託す
ることが妥当であるため。（施行令
第167条の2第1項第2号/特定業務
取扱規程第2条(2)該当)

保健福祉課



57
アライグマ等捕獲委託業
務

捕獲用箱わな管理、箱
わな設置、捕獲個体の
殺処分及び焼却処分

令和7年4月1日～
令和8年3月31日
（令和7年4月1日）

美瑛町高齢者事業団 3,437,500円

町内の事業所でアライグマ等の駆
除に対する実績を唯一有しており、
また、アライグマ以外の小形動物
（キツネ等）の駆除には狩猟免許が
必要であり、免許取得者が所属し
ているため。（施行令第167条の2
第1項第2号/取扱規程第2条（2）該
当）

農林課

58 青い池駐車場管理業務
・駐車料金徴収、納入
・駐車場管理

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

札幌市中央区北一条西1丁目6番
タイムズ２４株式会社
営業統括本部第一営業本部
北海道支店長　野辺地　清浩

37,954,052円

システム構築及び設置事業者であ
り、設備の使用許諾も含むため、他
社での管理は不可能なため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

商工観光
交流課

59
観光地混雑状況可視化シ
ステム保守管理業務

システム保守管理

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

旭川市豊岡13条4丁目5-14
恒誠通信株式会社
代表取締役　小林　隆太

3,080,000円

システム構築及び設置事業者であ
り、設備の使用許諾も含むため、他
社での管理は不可能なため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

商工観光
交流課

60 検針・徴収事務業務
水道・下水道検針徴収事
務

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

美瑛町丸山1丁目4番3号

株式会社プロパンセンター
代表取締役　丸山和裕

20,570,000円

業務に対応できる検針機器や印刷
機器などを所有しており、他社と比べ
て著しく費用低減を図ることができる
ため。
（施行令第167条の2第1項第7号／
取扱規程第2条(3)該当）

建設水道課
水道整備室

61
検針・徴収システム移行　業
務

検針徴収システム移行

令和7年4月1日
～

令和7年8月8日

（令和7年4月1日）

旭川市神楽2条10丁目3番3号

株式会社スゴ―事務機
代表取締役　晒谷初

8,855,000円

システム構築業者であり、他社が保
守することができないため。
（施行令第167条の2第1項第7号／
取扱規程第2条(3)該当）

建設水道課
水道整備室

62 管路システム保守業務 水道管路システム保守

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

旭川市永山3条1丁目4番28号

株式会社ブルーデータ
代表取締役　北條孝三

435,600円

システム構築業者であり、他社が保
守することができないため。システム
の使用許諾も含むため。
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

建設水道課
水道整備室

63
基幹水利施設管理事業
自家用電気工作物保安管
理業務

自家用電気工作物保安
管理

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

札幌西区発寒6条12丁目6番
11号

一般財団法人　北海道電気保
安協会
理事長　松原宏樹

993,960円

水力発電施設を含む施設のため、電
気事業法に基づく事業用電気工作
物の保安規定に則った検査が必要と
なり、実施することが出来るのは1者
のため。
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

建設水道課
水道整備室



64
水力発電設備点検整備
業務

水力発電設備点検整備

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

旭川市パルプ町505番地の1

国策機工株式会社　旭川事業
部
取締旭川事業部長　岡田智義

1,210,000円

水力発電設備の作業上の経験、知
識が特に必要で現場の状況等に精
通した業者が1者のみのため。
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

建設水道課
水道整備室

65
ＧＩＧＡスクール情報端末ラ
イセンス更新業務

業務場所：小中学校7校
業務内容：GIGAスクール情報
端末ライセンス更新
・CHIeru Inter Class Cloud
814台
・ロイロノート　659台
　（児童生徒分のみ）

令和7年4月17日
～

令和7年5月31日

（令和7年4月17日）

旭川市緑が丘東1条4丁目2番14
号
㈱コンピューター・ビジネス
代表取締役社長　阿久津　秀人

1,620,300円

R2年度に㈱コンピューター・ビジネ
スで整備を行った情報端末
（Chromebook）のライセンス更新で
あり、業務の性質上当該一社のみ
を指定することが妥当
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規定第２条（３）該当）

教育委員会
管理課

66
小中学校校務用PCウイルス
対策ソフトライセンス更新業
務

業務場所：小中学校７校
業務内容：PCウイルス対
策ソフトライセンス更新
・小学校　１１５ライセンス
・中学校　 ６０ライセンス

令和7年4月1日
～

令和7年4月30日

（令和7年4月1日）

旭川市緑が丘東1条4丁目2番14
号
㈱コンピューター・ビジネス
代表取締役社長　阿久津　秀人

577,500円

R2年度に㈱コンピューター￥ビジネ
スにより整備した校務用PCのウイル
ス対策ライセンスの更新であり、業務
の性質上当該一社のみを指定するこ
とが妥当
（施行令第167条の2第1項第2号/取
扱規定第2条（3）該当）

教育委員会
管理課

67 基準寝具業務 寝具及び病衣の供給

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

小樽市新光5丁目13番3号
ワタキューセイモア株式会社
北海道支店
支店長　小菅　茂則

6,710,440円

感染対策や衛生基準に沿った処理
が必要であり、これまでの当院におけ
る業務実績により、契約の履行が確
実と認められるため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

町立病院

68 洗濯業務 白衣等洗濯

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

小樽市新光5丁目13番3号
ワタキューセイモア株式会社
北海道支店
支店長　小菅　茂則

2,599,124円

感染対策や衛生基準に沿った処理
が必要であり、これまでの当院におけ
る業務実績により、契約の履行が確
実と認められるため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

町立病院

69 看護助手等業務
看護助手及び医療秘書
（クラーク）業務

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

美瑛町幸町2丁目5番30号
有限会社シージーエム
代表取締役　荒川　　亘

32,340,000円

病院施設及び病棟の把握、患者情
報の保護管理が必要であり、これま
での当院における業務実績により、
契約の履行が確実と認められるため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

町立病院



70 診療報酬請求事務等業務
診療データ等入力及び
診療報酬算定等

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

東京都千代田区神田駿河台
四丁目6番地
株式会社ニチイ学館
代表取締役　中川　創太

13,965,600円

診療報酬等の計算及び請求に当た
り、高度な知識と事務処理が必要で
あり、これまでの当院における業務実
績により、契約の履行が確実と認めら
れるため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

町立病院

71 食事サービス提供業務 院内食調理・提供等

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

札幌市中央区北3条西4丁目
1-1　日本生命札幌ビル20階
日清医療食品株式会社
北海道支店
支店長　桜井　剛

25,740,000円

指名型プロポーサルにより決定した
事業者であるため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

町立病院

72
医療事務システム保守点
検業務

システム保守点検

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

札幌市中央区南1条西10丁目
2番地　南1条道銀ビル
株式会社ＨＤＣ
代表取締役　小倉　隆巳

6,567,396円

当該システムの導入業者であり、他
の業者では業務履行が不可能であ
るため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

町立病院

73
診療情報管理システム保
守業務

システム保守

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

札幌市中央区南1条西10丁目
2番地　南2条道銀ビル
株式会社ＨＤＣ
代表取締役　小倉　隆巳

534,600円

当該システムの導入業者であり、他
の業者では業務履行が不可能であ
るため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

町立病院

74
薬局調剤支援システム保
守業務

システム保守

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

旭川市旭神3条4丁目6番1号
株式会社常光旭川支店
支店長　長谷川　智輝

396,000円

当該システムの導入業者であり、他
の業者では業務履行が不可能であ
るため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

町立病院

75
カルテ検索システム保守
点検業務

システム保守点検

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

大阪市中央区道修町3丁目3
番3号
株式会社アサヒ電子研究所
代表取締役　和倉　愼治

750,750円

当該システムの導入業者であり、他
の業者では業務履行が不可能であ
るため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

町立病院

76 遠隔画像診断業務
MRI及びCT画像の遠隔
診断

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

東京都渋谷区神宮前一丁目5
番1号
セコム医療システム株式会社
代表取締役　小松　淳

1,790,250円

当該システムの導入業者であり、他
の業者では業務履行が不可能であ
るため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

町立病院

77 医療ガス保守点検業務 設備の保守点検

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

旭川市南6条通21丁目1978番
地
エア・ウォーター産業・医療ガ
ス株式会社
旭川営業所
所長　三上　耕平

979,000円

当該設備の導入業者であり、他の業
者での業務履行は適当では無いた
め
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

町立病院



78
オートクレーブ保守点検業
務

機器の保守点検

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

旭川市1条通19丁目355番地2
株式会社ムトウ旭川支店
執行役員支店長　中田　亘

291,500円

当該機器の導入業者であり、他の業
者での業務履行は適当では無いた
め
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

町立病院

79
医療用画像管理システム
保守業務

システム保守

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

旭川市神居3条12丁目1番6号
株式会社エム・イー器械
代表取締役　谷川　寿邦

1,531,200円

当該機器の導入業者であり、他の業
者での業務履行は適当では無いた
め
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

町立病院

80
磁気共鳴断層撮影装置保
守点検業務

機器の保守点検

令和7年4月1日
～

令和10年3月31日

（令和7年4月1日）

札幌市中央区北3条西4丁目1
番1号
シーメンスヘルスケア株式会社
北海道営業所
営業所長　星野　克真

年額 9,240,000円 

当該機器の導入業者であり、他の業
者での業務履行は適当では無いた
め
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

町立病院

81 ＣＴ保守点検業務 機器の保守点検

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

旭川市神居3条12丁目1番6号
株式会社エム・イー器械
代表取締役　谷川　寿邦

3,960,000円

当該機器の導入業者であり、他の業
者での業務履行は適当では無いた
め
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

町立病院

82
検査データ管理システム
保守業務

システム保守

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

旭川市神居3条12丁目1番6号
株式会社エム・イー器械
代表取締役　谷川　寿邦

290,400円

当該機器の導入業者であり、他の業
者での業務履行は適当では無いた
め
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

町立病院

83
Ｘ線撮影ＦＰＤ装置保守業
務

機器の保守点検

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

旭川市旭神3条4丁目6番1号
株式会社常光旭川支店
支店長　長谷川　智輝

1,102,200円

当該機器の導入業者であり、他の業
者での業務履行は適当では無いた
め
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

町立病院

84 消防OAシステム保守業務

災害・救急事案、防火
対象物、危険物施設等
の消防業務を管理する
システムの保守業務

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日
（令和7年4月1日）

旭川市3条通9-1704-1

NECネッツエスアイ㈱旭川営
業所
営業所長　及川賢司

1,239,370円

特殊装置でシステム化されており、
同社のみが保守可能であるため。

（施行令第167条の2第1項第7号／
取扱規程第2条(3)該当）

大雪消防組合

85 給与パソコン保守業務
給与パソコン及び人事
給与ソフト保守業務

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

(令和7年4月1日)

北海道旭川市緑が丘東１条４
丁目２番１４号

株式会社 コンピューター・ビジ
ネス
代表取締役社長 阿久津　秀
人

594,000円

当業務は美瑛町役場と同様のシス
テムを使用しており、上川管内8町
村で連携し契約しているため。
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

消防



86 農地基本台帳保守業務

①農地基本台帳システム
保守
②住基等照合システム保
守

令和7年4月1日
～

令和8年3月31日

（令和7年4月1日）

札幌市白石区本郷通１３丁目南
５番９号
ユニオンデーターシステム株式
会社
取締役社長　岸本　健一

275,000円

農地基本台帳システムのソフトウェア
及び機器の保守管理等を行うもので
あり、他社が当該業務を行う事は技
術的に適当ではないため
（施行令第167条の2第1項第2号／
取扱規程第2条(3)該当）

農業委員会


